
戦争と国家

イエナ時代初期のヘーゲルの戦争論

斎 藤 稔 章

戦争 と平和 と言えば,決 まって平和が善 で,戦 争が悪であ る。 戦争は善 である と言

えば,墾 盛を買 うに決 ま っている。戦争 は個人 の財産 と生命を危険に晒 し,時 に失わ

せ るか らである。悪 なる戦争 を敢 えて承認 し得 るとすれば,善 なる 目的の不可欠 の手

段 として しかない。 それ を必要悪 と言 う。個人 の財産 と生命が保 全 される前提 は国家

の独立であ り,そ の為 にはそれ らの一時的 な犠牲 もやむを得ないか らである。敦れに

せ よ,個 人の財産 と生命 は肯定 され,平 和国家 こそが理想である。

終 生戦争 を肯定 し続 けた思想家 の一人がヘ ーゲルであ る。 主な論点 は,フ ランクフ

ル ト時代(1797-1800)末 期か らイエナ時代(1801-07)初 期に掛 けて執筆 された三論

文一 『ドイツ憲法論』(1800-02)・ 『自然法の学的取 り扱い方について一 実践哲学

に於 けるそ の位置 と実定法学に対す るその関係』(1802-03.以 下 『自然法』 と略称す

る)・ 『人倫 の体系』(1802-03)-で 略 々出尽 くしている。 一つ は政論,即 ち機会の

論 であ り,残 りは哲学的国家論で ある。敦れ も主題は国家 であるが,一 つ は代議制度

と政教分離 に基づ く近代国家論,残 りは古代的身分制 度に基 づ く政教不可分 の人倫国

家論 と言 う具合 に,論 じられ る国家は同一ではない(本 稿 は この点 につ いては論 じな

い)。 にも拘わ らず,戦 争が肯定的に語 られる点では同一 である。

取 り分け,人 倫的統体の構成を論 じる 『人倫の体系』-そ れ は第一部で市民社会

的統体 の構成を,第 二部でその否定的な面を各h論 じ,第 三部 で市民社会的統体を 自

らの内に統合す る人倫的統体を論 じる一 は,先 ず,市 民社会的統体か ら入倫的統体

へ の転換点に位置す る第二部の末尾に於 いて,次 いで第三部 では,人 倫的統体の要石

である 「絶対人倫」 とその実在性である 「絶 対身 分」 と,人 倫的統体を動的に維持す

る 「普遍統治」 とに於いて,戦 争に意味を見出 し,登 場 させ る。ヘ ーゲルの国家論は

戦争に如何な る意味を見たのか。
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1国 家を試す もの

対仏大 同盟戦争 に於け る祖国 ドイツの惨状 様' な々喪失,賠 償金の負担等-は

ヘーゲルに甚大 な衝撃 を与 えた(W1 .451,462)。 しか し,衝 撃は敵国への憎 悪 とも戦

争へ の嫌厭 とも結 び付かなか った。惨状 と言 う運命は敵国の所業 に よってのみ生 じた

のではない。敵 国の所業は誘因で しかない。運命を惹起 したのは 自国の政治情況 であ

る。衝撃 は祖 国の政治情況 の自覚をヘ ーゲルに齎 した。 自覚か ら出立 して,ヘ ーゲル

が祖 国の政治情況 とそ の依 って来た る過去,そ して進 むべ き未来 を具 に考察 した のが

『ドイツ憲法論』 である。

悲惨 な結末を ドイツに齎 した ドイ ツ自身の政治情況 を,ヘ ーfiル は 「合法的 アナー

キー」 と,そ の国法を 「国家に反す る法体系」 と見定 め る。 ドイ ツは統一 を欠 いた

「自立 し,そ して本質的に主権を具えた諸国家の群れ」で しかない(W1.470)。 表面

上 は兎 も角,実 質上 「ドイ ツは最早国家ではない。」(W1.461)こ れがヘ ーゲル の端的

な結論であ った。

国家統一は内政 と外交の両方が収敏す る要石 である。統一 の不在は国家 の非在を意

味す る。 重要な ことは,ヘ ーゲルに国家 の非在 を痛感 させた ものが国 内の衝突や支配

と言 う内政問題 ではな く,直 接 的には戦争 に於け る悲惨 な結末 と言 う対外問題であ っ

た と言 う事情であ る。 ヘーゲルには戦争 と国家統一 ・国家存在そ のものとが結び付か

ざ るを得 ない ような根本経験 があった。 ヘーゲル の国家観を決定的に規定 した ものの

一つである。

ヘーゲルは ドイツに於 ける国家統一を希求す る。国家統一 とは第一.的 には戦争 の

為の国家統一 である。仮 にそ の他 の点 で一つ の人間集団が完全であ った としよう。 そ

れ でもヘーゲルは国家統一を求めた であろ う。逆に一つの人間集団が内部に様 々な問

題 を抱 えていた としよう。それで も少な くとも戦争を遂行 し得 る程度に統 一 されてい

るなら,ヘ ーゲル はそれを国家 と認めたであ ろ う。 戦争を遂行 し得 て こそ,国 家 は国

家 なのである。

戦争 と言 って も,侵 略 のことではない。 ヘ ーゲルの国家 の定 義は飽 くまで国防 の観

点か らのもので ある。即 ち 「一つの人間集団はその財産の総体 を共 同で防衛す る よう

に結合 されて いる時にのみ,国 家 と称 され得 る。」(W1.472)国 家の概念 はそれ 自身 の
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内に国防力を唯一不可欠 の契機 として含んでい る。 更に,こ の国防力は単 なる 「法律

と言辞」 の問題ではな く,「行動 と現実Jの 問題である。 と言 うのは,「最早 国家で は

な い」 ドイツで さえ 「法律 と言辞」の点では共同防衛の為 に結合 しているか らで ある

(W1.473)。 ドイ ツは 「観念に於いては」 国家で も,現 実 的 には 国家 ではな い(W1.

505)。 実効 ある国防力 こそが国家に唯一不可欠の条件 であ り,そ の有無が国家 と単な

る人間集団 とを峻別す る分水嶺 とな っているのである。

では,実 効 ある国防力 とは具体的には何を意味す るのか。ヘ ーゲルは 「共同の球力

と国家権力」(W1.473)を 挙げる。「国家権力」は具体 的には 「一切 の軍人が一つの軍

隊に融合 され ることに よって実 現 される」(W1。578)。 主眼は共同の武 力にある。この

国防力の実効性,言 い換えれば国家 の試金石 ・証 明手段 は当然戦争であ り,そ れ しか

ない。

一方
,国 防に拘わ らないその他 の事柄-政 体 ・富 の分配 ・言語 ・習俗 ・宗教等h

一 は理論的には 「より良い」 に越 した ことはないが
,現 実的には 「偶然 と恣 意の領

域」(W1.474)に 属す るもの として,如 何 なる形態を採 るかは国民の 自由に委 ね られ

るべ きもの とされる(実 を言 えば,ヘ ーゲルが 国民 の自由を認めた と言 うことが,既

にヘーゲルの 「より良い」 国家 の選択を示 して いる。専制国家をヘーゲルは選択す る

ことも出来 たが,し か しそ うは しなか った ので ある)。

では,軍 人以外 の国民 はいつ の時 も国家か らの自由を食 っていれば良いのか。 国家

統一 を国民全体 との関係 で読み直すな ら,条 件 は以下 の ようにな る(W1.462)。 ①一

切 の国民 が国家 の全体 と連帯 してい る一 ドイ ツに関 して言えば,彼 らが 「皇帝そ し

て帝 国との関係 に入 る」(W1。577)-こ と。 ② 国家機構iの側で言えぼ,戦 争 の遂

行 の為 に必要な こと一 必ず しも軍事行動ではない一 を一 切の国民 から要求 し得 る

ように出来 ていること。 ③国民の側で言えば,強 制 され てではな く,自 分 自身 の衝

動 と心情か ら,戦 争 の際に国家の為に為 したい と願 うこと-必 ず しも軍事行動 では

ない-が あ り,そ れが役立つ こと。 この ような連帯 の根源 は国家 に よる国民 の自由

の承認 と擁護(Wl.474,482ff.),国 民に よる国家 に対す る畏敬(W1.480),即 ち専制

とアナーキ ーの中間(W1.570)に あ ると言え よう。

この連帯にヘ ーゲルは 「国家の健 全 さ」を見る。「国家 の健全 さは,一 般に平時の平

穏に於いて よ りも,戦 時 の動乱 に於 いて明らかにな る。」(Wl.462)平 時の平穏に於い
、

ては,健 全な国家 も不健全な国家 も大 した違 いはない。 国民 はバ ラバ ラに享受 し行動
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し,通 常の ことしか要求 されない。 それで良い。 しか し戦時 の動乱に於い てはそ うは

行かない。 戦争を遂 行 し得ない国家 は健 全な国家 と呼ばれ得 ない。戦争が 国家 の健全

さ,即 ち国民 と国家の連帯の試金石 ・証明手段なのである。

政論 『ドイ ツ憲法論』の国家概念は戦争,或 は共同防衛を必需 とする事態 を前提 に

している。 も しこの前提が不要であれば,そ の国家概念は偶然的である。 しか し,国

家 にとって この前提は原理的に必然的であ る。 しか も単な る防衛以上の意味を持 って

必然的 である。そ う人倫 の哲学者ヘ ーゲルは考 える。

即 ち,こ うで第 る.先 ず 『自然法』のヘ ーゲルに よれば,絶 対的な人倫的統体が 「民

族」 に外 ならず,民 族 は他 の民族に対す る関係付 け に於 いて のみ民 族 であ る(B4.

449)。 さもなけれ ば 「民族 は観念 の上 でのものである。」(lbid.)民 族 の実在性 は他 か

らの独L.性 にある。関係付け には肯定的な 「平和的共存」 と否定的な 「排斥」があ る

が,「両関係付け共,絶 対 的に必然 的である。」(B4.450)「 排斥」が必然的で あるが故

に,戦 争 も必然 的である。民族 には抑 々のそ の独立 性に 於 いて,戦 争 の必然 性 が あ

る。 民族はその概 念の内に戦争 を必然 的に含 んで い る。 戦争 を遂 行 し得 ない集 団は

抑 々民族ではない。戦 争が民族 の試金石 ・証 明手段 になる。

これを個別者 と民族 との関係で言えば,個 別者 が民族 と一つ である と言 うことであ

る。そ こにヘ ーゲルは個別 者の真実 の人倫性 を見る。 「理念 に於 いて は無 限性が 真実

で あって,個 別性その ものは無であ り,絶 対的人倫的尊厳 と端 的に一 であ り,こ の真

実の生け る従属的でない一如だけが個別者の真実の人倫性 である.」(B4.427)で は,

個別者は 自らの真実の人倫性を如何に して証明す るのか。 「民族 と一つである ことを,

個別者は否定的な ものに於いて,却 ち死の危険を通 じてのみ非二義 的な仕方 で証 明す

る。」(B4.449)「 個別者 の真実 の人倫性」とは 「死 を 目指 し,そ して個別 的な ものでは

な く,人 倫的有機組織の全体 の存在 と維持を所産 とす る労働」 を為す 「自由な者の身

分」(B4.455)の 精神一 「自由な」 と言 うのは,「死 の能力 に よって,主 体は 自らが

自由であ り,端 的`一 切 の強制を超えて崇高で あることを証明す る」(B4.448)か ら

である一 のこ とであ り,「 死 の危険」 とは戦争 のことで ある。 この よ うな精神を,

ヘーゲル は 「絶対人倫」 と称す る。個別者 の真実 の人倫性を証明す るのは戦争なので

ある。

同様 の ことが,『 人倫 の体系』第三部 「人倫」 の 「普遍統治」では,「 自己が承認 さ

れていないのを見出す民族 は,こ の承認 され る ことを,戦 争或 は植民地に よって生み
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出さなければ ならない」(SdS.86,Cf.101)と,そ して 「個 別者 の真実性 の検証」 は

「戦争に於いて」行われ ると言われ る(SdS.101)。 「個別者の真実性 」 とは,r自 然

法』同様 「戦争 と言 う労働,或 はその為の教養形成」(SdS.72)を 第一義的労働 とす

る絶対身分の精神,即 ち,一 切の個 別性 ・差別 を廃棄 し,従 って全財産 ・生命を民族

の為 に犠牲 に した 「祖 国に於 ける,そ して民族 の為 の絶対的生」(SdS.65)と して現

れる絶対人倫 の ことである。

「個別者 の真実 の人倫性」 に しろ 「個別者 の真実性」に しろ,敦 れ も軍人身分の無

限精神 のことで ある。 この身分 の労働の作品は 国家そ れ 自身に 外 な らな い。そ こに

ヘ ーゲルは個別者の真実性を見 出す訳であ る。で は,他 の身 分一 その労 働 の作品

が,人 間の特殊な欲求を充足 させ るもの,例 えば商品である ような営利身分や農民身

分一 の有限精神は これ とどう拘わるのか。

絶 対身 分の労働 は軍事 と一 立法 ・司法 ・行政 の三契機 を合一 す る(SdS.87ff.)

一 統治 である。 しか し,統 治 の際に は,絶 対身分は他身分に対する一身分で しかな

い。統治者 と被治者が対立 してい る。その限 りでは 「民族の絶対的紐 帯」(SdS .94)

は十全には成立 しない。絶対的紐帯の為には,立 法の 「体系 が現前す る生け る習俗 を

完全に表現す る」(B4.470)一 この ような法がヘ ーゲルの言 う自然法である一 と

同時に,統 治者が被 治者に尊:敬されねばな らない。尊敬 は,被 治者が民族の為に生 き

る軍人身分 としての絶 対身分の内に,外 な らぬ 自己の 「絶対的な 内的本質」の直観 を,

即 ち 「運動 し存在す る絶対 的なものの像,人 倫的 自然が切望す る最高 の実 在的 直観」

(SdS・73)を 得 ることに よる。 絶対身分は 「絶 対的な実在 的な人倫的形態」(lbid.)で

あ り,そ れ故そ こに彼 らの存在根拠が 目撃 され るか らである。 その限 りで絶対身分 は

彼 らに とって 「絶対 的威 力」(lbid.)で あ り,「尊敬」(SdS、94)の 対象で ある。 『自然

法』は これを 「畏敬 と信任,並 びに服従」(B4.462)の 対象 と言 う。これ あるが故に こ

そ,彼 らは絶対身分に貢献一 その欲 求の充足 に不可欠 なものの提供,又 農民身分に

限れば戦争の際の絶 対身分へ の参加(SdS.72ff.)一 す るので あ り,民 族の絶対的紐

帯が成 り立つ のである。 この尊敬 が本物か否かを 明白にす るのは戦争の窮迫であろ う。

皿 国家の必需を自覚させるもの

戦争が国家の健全 さの試金石である とす れば,そ のテス トに落第 した国家,否 単な
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る人間集団は如何に して国家を形成するのか。

『ドイツ憲法論』に よれば,健 全な国家の条件 は既述 の ように成員 と全体 との連帯

であ り,そ れは成 員の主観的な心性の側の問題 と全体 の客観 的機構 の側 の問題 に分け

られ る。

(1)成員が全体 と連帯 し,健 全 な国家 を形成す る為 には,第 一 に成員 の心性が単な る

人間集団 と言 う現状 から離反 していなけれ ばな らない。単 なる人 間集 団と言 う現状が

死 せる過去 に とってのみ意義 を有 し,生 け る現在 には意義を欠 いていなければな らな

い.そ れは過渡期 の徴証 である(Cf .B4.484)。 第二にそ の過渡期 の行方が別の単な る

人 間集 団である とすれ ば,意 味が ない。過渡期 の行方は健全な国家でなけれぼな らな

い。

ヘ ーゲル によれ ば,ド イツ民衆が 「十年に亙 る戦争 とヨーロッパの大部分の不幸に

よって,自 由の盲 目的な叫喚に耳を貸 さな くな るまでに,少 な くとも理解の点で学 ん

だ と言 うことは明 らかで ある.… アナ ーキ ーは 自由か ら区別 されたのであ り
,自

由の為には確乎た る統治が不可欠であ るとい うことが[民 族 の心にコ深 く刻 み込 まれ

たが,同 様に深 く刻み込 まれた ものに,法 律や最重要な国事 には民族 が協力 しなけれ

ばな らない と言 うことがある。」(Wl.572)ド イ ツは正に国家形成 の過渡期 にあった。

即ち ドイ ツ人の心性は合法的アナーキーか ら離反 し,健 全 な国家 を必需 とす るよ うに

な っていた。 そ うさせた ものは戦争 であった。戦争 には,そ れ まで執着 して来た財産

や生命 と言 った特殊 的な ものが実 は観念 的な もので しか ないと言 うことを 自覚 させ る

意義があ った。 国家 の非在 を 自覚 させた ものが,国 家 の必需 を痛感 させた もの であ

る。 国家統一 を実現す る 「下か ら」 の促 しは斯 くて生 まれた。

(2)しか し,国 家 の 「必需性 の理解 と洞察 は」「自信を欠 き」,「行動それ 自身に働 き掛

けるには余 りにも脆弱過 ぎる。」(W1.581)「 下か ら」の促 しは,客 観的機構の形成に

は無力 である。更には 「上か ら」,或 は 「外か ら」の 「権力」行使 が必要 である。ヘー

ゲル はそれ を 「征服者 の権力」(W1.580)と す る。征服者一 ドイ ツの 「テセウス」

を カール大公(ロ ーゼ ンツヴァイ ク)と 見 るにせ よナポ レオ ン(デ ィルタイ)と

見 るにせ よ,そ の権力が ドイ ツ人を強制 し,自 らが ドイ ツに属 す る ことを思 い知 ら

せ,国 家の 「必需性の理解 と洞察」を正当化 し,斯 くして ドイ ツ人はその 「理解」 に

服従す る,そ うヘ ーゲル は考 える(W1.581)。 そ してその征服者 の権力行動 は一つ の

軍事行動にな らざるを得 ない。
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以上の論点は,普 遍的原理 として呈示 されている訳 ではない。理解 の生成 は経験的

事実であ り,征 服者 の権力は期待 されるべき偶然 である。 では,そ れは偶 々 ドイ ツ人

に 目撃 され,期 待 され るだけで1そ こには普遍 的意義 は認め られて いないのか。

『人倫 の体系』 は人倫 的統体 の理念 に至 る人倫性 と しての人間的 自然の諸階梯を内

容 とす る人[倫 的本コ性論 であ り,更 には一層高次 の 「自然」,即ち 自然的 自然 と人倫

的 自然 を自らの属性 とす る 「絶 対的な もの」の学の一部であ る(B4、433)。 その第二部

「否定的な もの或は 自由或は犯罪」の最後,第 三 部 「人倫 」 の手前 で戦争 が語 られ

る。当然 この戦争には普遍的意義が込め られてい る。

第一部 「関係に即 した絶対人倫」即ち 「自然的人倫」 では,人 間的 自然 は個別性 の

原理の下,個 別的主体の欲求に よる客 体の無 化か ら出立 し,市 民社会的統体,即 ち個

別者 と形式 的に普遍 的な もの一 欲求 と労働 の普遍的相互依存性 の体系,所 有権 ・所

有法 の体系,普 遍 的な商業取 引の体系一 との 「不完全な合一,即 ち関係」(SdS.

16)を 構成す る。民族 は未だ生成 して いず,隠 れた ままで ある。

この市民社会的統体は,従 って経済 と法に よって形式的抽象的普遍的に結 び付け ら

れた統体で あ り,本 質的に二つの側面を持つ。一つは,欲 求 としての人間的 自然 が客

体 との関係の 内か ら造 り出した社会的形態一 従 って人間的 自然に基づ く自生 的秩序

一 であ り,人 間が 自らの欲求を充足 させる為の不可欠の条件 である と言 う側面 であ

る。 も う一つは,人 間的 自然がその内に決 して 自己を十全 に見 出す こ との出来 ない固

定的な客体的形式一 従 って人間的 自然に対す る規制的秩序一 であ り,人 間がそ の

自然に基づいて乗 りxね ばな らない運命 である と言 う側面 である。

『自然法』 のへ一ゲルは 「関係 が一般 に何等 自体的な もので はない と言 うことを,

一部 は弁証法 が証 明 しなけれ ばならない」(B4 .446)と 言 って,「関係に即 した絶対人

倫」の非 自体性 を証 明す る弁証法 を告げ る。r人倫 の体 系』第二部の冒頭は弁証法的否

定を 「[市民社会的統体の]規 定性 が観念 的であることの認識,規 定性 を実在 的に止揚

す ること」 と説明す る(SdS.46)。 観念的 であることが認識 された規定性は,一 層高

次の ものの 内で対立す る規定性 と合一 され,そ の観念性 を廃棄 し,絶 対的 に肯定的,

或は実在的にな る。

人倫的統体が成立す るには,第 一に市 民社会 的統体 の諸規定性 の非 自体性が証 明さ

れ,そ の観念性 が認識 されね ぼな らない。第二部 はこの課題 に捧げ られ る。第二に,

諸規定性 は一層 高次 の もの,即 ち絶対的 に普遍 的な 民族 の下 へ包摂 され ね ばな らな
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い。第三部は この課題 に捧 げ られ る。即 ち,普 遍性 の原理 の下,「客体的な ものに於け

る[個 別 的]主 体 的な ものの無化,即 ち普遍的 なものの内へ の特殊的な ものの絶対的

受容」(SdS.64)が 生成 し,関 係 としての市民社会的統 体は民族 の内へ受容 され,人

倫 的統体 が構成 され る。関係 としての市民社会的統体は既に 自体的でな く,民 族を実

体 とし,民 族 と統一 され ている。

斯 くて第二部 は,人 間的 自然 の個別的主体的な ものが無化 され る極,或 は絶 対人倫

が確立す る極,そ して自然的人倫か ら人倫的統体へ,つ ま り規制的な市民社会 的統体

か ら,そ れを 内部に統合す る真に 自由な人倫的統体への移行の極に位 置す る。 その末

尾 に置かれた戦争は一体如何な る意義を有す るのか。

第二部は犯罪 と復讐的正義 との絶対的必然的結 合(SdS.48)を 全般 的基 調 とし,

「自然的破棄」 とそれに対す る 「憤怒」→ 「強奪 ・窃 盗」 とそれ に対す る 「抑制」→

「殺人」 とそれに対す る 「復讐」 と展 開す る。勿 論まだ刑罰 を行使す る国家権力 は存

在 していず(SdS.75),そ れ故 の私的抑制 ・私的復讐で ある。

前提は,特 殊な欲求を持つ個別 的主体 とその欲 求の充足 に不可欠 な市民社会的統体

との内奥の不可避 の分裂 ・対 立,そ して前者 に対す る後者 の支配 ・抑圧で ある。個別

的主体は欲求を充足 させる為,市 民社会 的統体 の内で支配 ・抑圧 され て生 きざるを得

ない。抑圧 され たエネルギーは,欲 求 が充足 され ない場合 には,容 易に支配のエネル

ギーへ と転化 し,自 己を疎外す る市民社会的統体,或 はそ の規定性の否定に向か う。

この否定 は統体 に対す る犯罪 である。 自らの自然 の内か ら,自 らが疎外 され る世 界

一 人 間的 自然 に基づ く自生的且つ規制的秩序一 を産出 し,そ して犯罪を も犯すの

が 自然的人倫 に於け る人 間なので ある。

しか し,犯 罪はそれ 自身 と しては空 し く,復 讐的正義に よって否定 される。 それは

疎縁 な市民社会的統体 の回復で しかな く,回 復 された市民社会的統 体は支配 ・抑圧 的

態勢に戻 る。関係に留 まる限 り,犯 罪は不可避であ り,復 讐的正義 も絶 対的に必然 的

である。犯罪の 自由は,自 己に対 して真に外的な ものを持つ限 り,真 の 自由 とはなら

ない。

もしヘ ーゲルが この犯罪 と復讐的正義 との絶対的必然 的結合 で第二部 を終始 させ て

いた ら,第 二部の意義は曖昧であ る。 確かに犯罪 と復讐 的正義 の結合 には,個 別的主

体に普遍性の威 力を 自覚 させる意味 はある。 しかLそ れ は,個 別的主体 の弱化及 び市

民社会的統 体の威 嚇的態勢 の一層 の強化 を意味す るに過 ぎない。或 は刑罰 と しての統
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治の必需の 自覚を意 味す るに過 ぎない。 しか し統治は,既 述 のよ うに背後に統治への

尊敬を欠けば,個 別 的主体的な ものへの対立 に留 まる。個別的主体的な ものの無化に

は凡そな り得 ない。

必要な ことは,特 殊な欲求 と市 民社会 的統体,犯 罪 と復讐的正義 との対立を超え る

こと,個 別者が 自らの特殊な欲求を,そ してそれ と絶対 的必然的 に結合す る市民社会

的統体全体を止揚す ることであ る。 一言で言えぼ,個 別 的主 体 の無化 で ある。 その

時,人 間は真に 自由な存在にな り,真 実の人倫的存在 になる。 では,個 別者が特殊な

欲求を止揚 し,市 民社会的統体を乗 り越え,真 に 自由な存在 になる とは如何 なること

を意味す るのか。

『自然法』でヘ ーゲルは こ う言 ってい る。「死の能力に よって,主 体 は 自らを 自由と

して,そ して端的に一切の強制 を超 えて崇高 として証 明す る。」(B4.448)人 間の真 の

自由を,市 民社会 的統体 の支配か らの超越を証す るのは犯罪ではな く,特 殊 な欲求 を

廃棄す る死 の能力 なのである。 では,死 の能力 とは何を意味 し,そ れを有す る人間 と

は誰の ことか。

ヘーゲルは殺人 に対す る復讐 に続け て,戦 争を持 って くる。へ 一ゲルは こう言 う。

「しか し,依 然 として生きている集 団が[家 族 よ りも]大 き くな るにつれ,失 われた

成員の喪失[の 意 味]は 減 じ,そ してそれ と共 に[包 摂 の]権 利 も又減 じる。そ して

権利或は[集 団の]無 差別 は,損 なわれ たものの行動 の特殊性が全体の無差別に,全

体の事柄に される ことに よって,名 誉 にな り,従 って両方 の側 で同等 に な る。」(SdS.

58)シ ェ リングに由来す る 「無差別」 と言 う言葉 を,ヘ ーゲル は関係に対す る統一 と

共に,関 係の差異的な ものの統 一 と言 う意 味で使 う(Cf.B4.432f.)。 家族 の段 階で

は,殺 害 された者の家族に殺人者に対する復讐 と包摂 の権利 があるが,家 族以上に大

きな集団にな ると,復 讐の権利は意味を失い,両 側 で包摂 の権利 は同等 にな る。包摂

の権利が 同等であ るのが戦争であ る。

包摂 の権利が同等にな る位大 きな統体 とは如何なる統体 か。 それ は家族以上 に大 き

な統体で なければな らな いが,同 時に何等かの程度に無差別的な統体 でなけれ ばなら

ない。 さもなけれ ば,一 成員 の損失が全体の事柄に される ことはあ り得 ない。 それ ま

での論述 に於 いて,家 族以外に登場 した統体は市民社会的統体 しかない。 ところがこ

の統体 は実在 的には無差別 な統体 ではな い。では,市 民社会的統体ではない と言 うこ

とになるのか。
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しか しヘ ーゲルは,注 意深 くも無差別の 「程度」 について触れ ている(SdS.58)。

市民社会的統体は実在的にはそ うではないが,観 念的には無差別 な統体 である。丁度

『ドイツ憲法論』 で,ド イツは観念的にのみ国家であるに過ぎない と言われ たの と同

様 である。 とすれ ば,第 二部の戦争は市民社会的統体の戦争 と見 なす ことが出来 る。

それ以外 の統体 は考xら れない。

犯罪 は市民社会 的統体 の諸規定性に対す る否定的な ものであ るが,戦 争 は市民社会

的統体 それ 自身 を決定 的な試練 に晒す否定的な ものなので ある。 戦争はそれ 「以前に

は単に観念 的で,考xら れ たもので しか なか った[統 体 間 の権利 のコ 平等 」(SdS.

58)を 吟味 し,無 差別 の程度 を,言 い換 えれ ば統体 の強弱 を決裁す る。権利は平等だ

が,無 差別 の程 度が戦争の首尾 の決 め手 になる。決裁 には征服や支配,従 属や隷属 も

あれば,講 和 もある。 市民社会 的統体 に於 いては,個 別者 は特殊な欲求に執着 し,全

体 と同一化せず,軍 事 的精神 を欠 く。 当然市民社会 的統体 は戦争に よってその観念性

を別挟 され,現 実的に無差別な統体,即 ち国家 の必需 を自覚す る。 これを個別者に却

して言えぼ,成 員に全体への帰属を 自覚 させ,民 族 の統合 への契機 になると共 に,個

別的主体性の無化を決定的に促す。 その無化の先にある死 の能 力 とは戦争 に於 いて民

族 の為に死ぬ能力で あ り,そ の能力を持つ者 とは絶対身分に外な らない。

第二部 の末尾に置かれた戦争の意味を以上の よ うに理解す ることが正 当である とす

れ ぼ,人 倫的統体 の構成を市民社会的統体の 「内か ら」 ではな く,戦 争 と言 う 「外 か

ら」 の要 因に委ねた のは,結 局ヘ ーゲルが人倫的統体の要石に軍事的精神 を置 いた こ

とに よろ う。

皿 国家を維持するもの

ヘーゲルに とって,国 家維持 の最大 の敵 は国家それ 自身へ の直接攻撃,即 ち アナー

キ ーの惹起である。 『ドイ ツ憲 法論』 に よれ ば,「 国家 に対 しては,ア ナーキーの惹起

が最高の,或 はむ しろ唯一 の犯罪で ある。」(W1.556)国 家 が気 に懸け るべ き他 の一切

の犯罪は これに帰す る。 これに比すれば,独 裁 の方 がまだ増 しとヘーゲル は考 える。

アナーキス トは 「極悪 の犯罪者」であ り,国 家はその 「力を最 も確実 な仕方 で」,即 ち

「死刑や長期監禁」に よって無化 しなければな らない。 ここでは,国 家 を維持す るの

は刑罰 である。
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しか し,抑 々アナーキーへの動 きは如何 なる情況 で起 こるのか。 アナーキ ーが真の

自由ではない ことを戦争は教える。 とすれ ば,戦 争 は既 にあるアナーキーを暴露は し

て も,ア ナーキーへの動 きを惹起 しない,む しろ消 滅 させ る。 この動 きが起 こるの

は・平時に国民 の心性 の内で全体 との連帯 が消失 し,財 産や生命等が 自体 とされ る情

況に於 いてである。 アナーキーの根 を絶 ち,国 家を維持す るには,こ の情況を断たね

ばな らない。要 は国家 の統一 が確立,維 持 され ることで ある。この点に関 して,『 自然

法』・『人倫 の体系』か ら論点を三つ抽 出 してみ る。

(1)ヘーゲル はカン トの永久平和論を批判 し続けた。 丁度永い平和(PaxRomana)

と単調 な支配 の結果,古 代 ローマ帝国か ら公的な軍事的精神が雲散霧 消 し,軍 人身分

が消滅 し営利身分が唯二にな り,「普遍的私生活」即ち市民社会 的情況 が到 来 した よ

うに(B4.456f.),持 続的平和は財産や生命等,個 別的諸規 定性 を習慣化 し固定化 し,

「xざ る静寂が海洋を腐敗せ しめ るように」諸民族 を腐敗 せ しめ るであ ろ う(B4.

450.Cf.Rp.§324)。 それに対 し 「戦争には,個 別的な諸規定性 だけ でな く,そ れ らの

欠け ることのない全体が生命 として無化 され,し か も絶対 的な ものそれ 自身 の為 に,

言い換 えれば民族の為に無化 される とい う自由な可能性 がある」(B4.450)。 戦争には

民族を腐敗か ら護る意味がある,そ うヘーゲルは考 える。 この言葉 は恐 ら く民族への

全身分の帰属の 自覚化をその射程 に入れ てい ようが,差 し当って は国家を 自らの労働

の作 品 とする絶対 身分の軍事 的精神 の維持 を念頭 に置 くものである。戦争には,絶 対

身分の軍事的精神 の消失 を防ぎ,そ れ を再生産 す る強制 的で な い 自由な可能 性 があ

る。

(2)国家 を 自らの労働 の作 品とす る軍人身分 と,特 殊な欲求を充足 させる商品を 自ら

の労働 の作品 とす る他 の身分 とは混濡 されてはな らない。諸身分間の区別 取 り分

け他 の身分に対す る絶対身分 の区別 を平時に於いて絶対的に維 持 し,混 清 を防 ぐ

統治 を,ヘ ーゲルは 「絶対統治」 と呼ぶ。それ は一切 の諸 身分 を超 えた 「絶対 的勢

位」 でなけれ ばな らず,従 って 「神の現れ」であ り,そ の言葉は 「神 の御言葉」 であ

る(SdS.84f.)。 担い手は一切 の身分に対 して無差別な 「長老」 且つ 「祭司」でなけ

ればな らない(SdS.80)。 彼 らは 「端的 に理念的 なものの 内で生 きる」か らであ る。

この限 りでは,戦 争 とは無縁の ように思}xる 。 しか し,彼 らは絶対身分 出身 でなけれ

ばな らない。絶対身分だけが 「無限な もの」 として神 的生 を送 って来,そ の点で他の

諸身分 よ りも 「絶対的な ものに よ り近」いか らである(SdS.84)。 神的生 とは全所有
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・生命 を民族 の為 に犠牲す る 「祖 国に於け る,そ して民族の為の絶対的生」 である。

それ は戦争 に於 いてのみ検証 され る。絶対統治の有効性は,結 局は過去 の この検証 に

基づ いているのである。

(3)人倫 的統体 にとって市民社会的統体は否定的運命であ り,そ れ故人倫 的統体 は市

民社会的統体 を 「内的 に空無 であると言 う感情の 内で維持 しなければな らない」(B4.

451)と 共 に,そ の量的成長 と貧富 の差 の拡大一 それは市民社会的統 体 の 「自然」

(lbid.)に よる一 を妨げねばな らない。それは累進課税やそれ に よる所有の減少,営

利 の制限等 によるが,「最 も多 く」 は市民社会的統体を混乱せ しめ る戦争 に よ って で

ある(Ibid.)。

『人倫 の体系』 では,そ れ らの手段が普遍統治の一部を成す。 普遍統 治は三つに分

類 され る。①富に拘わる 「欲求 の体系」,②犯罪に拘わ る 「正義の体系」一 市民社会

的統体 を混乱せ しめる戦争 はここに属す る一,③ 絶対身分の教養形成 に拘 わる 「訓

練 の体系」-人 倫的統体を他国に承認 させ ると共に,個 別者の真実性 を検証 する戦

争 は ここに属す る(第 一節参照)一 の三つで ある。 これ らの内,訓 練 の欠如 や犯罪

に対 して統治 が働 くのは当然 と して,そ れ以外でヘ ーゲルが一番懸念 し,従 って一番

統治 が働かね ばならないと考xる のは,市 民社会 的統 体か ら 「即且 つ対 自的 に必然

的」 に帰結す る 「富 の不平等」で あ り,そ こか ら来 る富 の 自体 化 と言 う事態 で ある

(SdS.93)o

人倫的統体 の健全 さの為に は,既 述 のよ うに絶対身分に対す る他の身分,特 に営利

身分一 農民身分 は元 々「絶対身分へ の信頼」(SdS.77)に 生 きる一 の尊:敬-「 自

己の外部 に定立 され てはいるが神的な ものへ の尊 敬」(SdS.94)一 が 不可 欠で あ

る。 この尊敬を有 し得 ることをヘーゲルは営利 身分 の 「第一の性格」(Ibid.)と 呼ぶ。

しか しこの性格が欠落す る場合が ある。それが富の不平等に よって富が 自体化 する場

合である。 この場合,営 利身分に は 「一切 の高次 の ものへ の蔑 視 と言 う獣性」 が現

れ,「民族 の緯対的紐帯,即 ち人倫的な ものが消失 し,民 族は解体す る。」(Ibid.)

先ず,こ の議論 の展 開が示す ものは,絶 対身分 の軍事的精神の故に この身分に対 し

て営利身分 が抱 く尊敬 が,如 何に人倫的統体 の維持に不可欠な ものであるか と言 うこ

とである。

次 に,富 の不平等 の放置が民族 の解体 を不可避にす るとすれば,統 治は富 の不平等

を防 ぐべ く,こ れに 「抗 して最高に働かね ばな らな い」(lbid.)こ とにな る。その統治
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が統治者 と被治者 との単な る対立に陥 らない為 には,既 述 のよ うに絶対身分が他の身

分 の内的精神であ り,絶 対的威力,尊 敬の対象 であることが不可欠で ある。そ してそ

の尊敬は絶対身分の軍事的精神に よるのである。斯 くして敦れにせ よ,民 族の紐帯の

絶対的維持は,戦 争で発揮 され る軍事 的精神 に基 づ く訳 である。

絶対身分が生 きて働 くことが,外 交 は勿論,内 政 に於 いても,従 って人倫的統体全

体 の維持に対 して決定的な意義を有す る。 それは直接 的には戦争,間 接的には絶対身

分 の軍事的精神に よるが,そ の精 神が 目の当た りにされ るのも戦争 の際で ある。戦争

は人倫的統体の健全 さの維持手段 なのである。 だか らこそヘ ーゲルは,絶 対人倫に対

して 「絶対的真理」・「最高の 自由 と美」・「苦悩 な く,至 福」・「神的 な もの」(SdS.6

5)等 々の最大級の賛辞 とも言え る言葉 を鎮 めるのである。

1V人 倫的自然の真実

例Z.ぼ 人倫的統体の構成を論 じる 『人倫 の体系』 は,先 ず第二部の末尾,即 ち人倫

的統体の成立の直前に於いて,次 に,成 立 した人倫的統体 の要石で ある絶対身分の労

働 として,更 に人倫的統 体を動的に維持 する普遍統治 の第二 ・第三に於いて戦争を語

る。戦争はそ こで国家の形成 ・維持 ・検証 に拘わ る。 ヘーゲルに とって平和国家 とは

抑 々矛盾なのである。

国家 とは宛 ら戦争 と言 う極 めて爆発 し易い燃料 を絶妙に燃焼 させて離陸 し,飛 行す

る船であ る。 燃焼を止めれば,一 気 に市民社会 と言 う腐敗 の淵 へ と転落 す る。 しか

し,燃 料が もし爆 発すれば,船 自体 が木端微塵 となる。それ は極めて危 うい・ミランス

を取 りつつ飛行する船である。それ は 「天使 でも獣 でもない」(パス カル)人 間に相応

しい乗 り物 とも言}る 。

ところが,ヘ ーゲルに とっては,正 にそれ が絶対的 なものの最高の実在的現れであ

り,人 間の神 性を示す ものである。 よもや燃料 が爆発す ることは あるまい,そ うヘー

ゲルは確信 していたのか も知 れない。 そ こにヘーゲル の戦争 と国家の論の時代的限界

を見て も良い。 とは言え,爆 発 を起 こさない ように燃料をそれな りに燃や し続けてい

るのが現代の国家 で もある。 そ こにヘーゲルの慧眼を見て も良い。又その ような現実

の国家に否定的な眼差 しを向ける者 には,ヘ ー ゲル の理論 の致 命 的欠 陥が見 えて く

る。 敦れにせ よ,幸 か不 幸かヘーゲル の戦争 と国家 の論が投げ掛け る影は殊の外長い
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戦争 と国家

と言 うべ きで あろ う。

しか も,こ の戦争 と国家の論はヘ ーゲルの哲学 の根本核心一 「一切 の事物は神の

内にあ り,如 何 なる個別性 も無い」(SdS.61)・ の表現なのである。個人 の財産 ・

生命 は何等 自体 ではな く,国 家 と言 う地上の神 こそが 自体である。 この真実,人 倫性

としての人 間的 自然 の真実 をとことん 自覚 させ,具 体的に現実化するのが戦争 なので

ある。

本稿 を ローゼ ンク ランツの報告(G.W.F.HegelsLeben.S.132f.)で 締め括 ってみ
　 　 　 　 　 　 コ 　

たい。 ヘーゲルは 「或 る民族 に於 ける哲学 の必然性を戦争の理念的補完 として示そ う
　 　 　 　

とした」。 戦争の中で個 別性 を無化 し,民 族 の為 に死ぬ こ とのみが 「絶対労働 」 であ
　

る。 しか し,戦 いなが らも死ななかった者 には個 別性 の 自己享受 を持 つ と言 う 「屈
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

辱」が残 る。屈辱を雪 ぐのが,無 限な ものを認識す る 「真理 の絶対的な認識 としての

思弁」であ る。戦争で体現 される,或 は され切れ なか った真実 を哲学が絶対的に認識

す る,と 言 う訳であ る。
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Krieg and Staat 

Hegels Kriegslehre in den 

Schriften der Jenaer Zeit -
ersten praktischen

Toshiaki SAITO

   In den ersten praktischen Schriften der Jenaer Zeit hat Hegel den Staat als 

mit dem Krieg notwendig verbunden betrachtet. Hegel betont, daB der Staat 

nicht bestehen kann, ohne den Krieg anzuerkennen. In diesem Betreff hat Hegel 

drei Behauptungen. 

   I. Es ist der Krieg, der die sittliche Gesundheit oder Ungesundheit des 

      Staats offenbart and die wahrhafte Sittlichkeit des Einzelnen pruft. 

   II. Es ist der Krieg, der die Notwendigkeit des Staats in die menschlichen 

       Natur tief eingrabt, also die Veranlassung des Entstehens des Staats ist. 

   III. Es ist der Krieg, der die sittliche Gesundheit des Staats vor der Faulnis 

       bewahrt.
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